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環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

 
「環境影響評価法」第 7条の規定に基づき、環境影響評価方法書（以下、「方法書」という。）を

作成した旨及びその他事項を一般に対し公告し、方法書を縦覧に供した。 

 

 (1) 公告の日 
令和 6年 11 月 19日（火） 

 

 (2) 公告の方法 
公告は令和 6年 11月 19日（火）付の日刊新聞紙「朝日新聞（広島・呉版、備後版）」、「読売新

聞（備後版、広島版）」、「中国新聞」に掲載した（別紙 1参照）。なお、方法書縦覧の公告と合わせ

て、説明会の開催についても併せて公告を行った。 

また、下記の方法により、方法書の縦覧及び説明会の開催について、お知らせを行った。 

  ア．三次市広報誌によるお知らせ 

令和 6年 11 月 10日発行「広報みよし 11月号」に掲載した（別紙 2参照）。 

  イ．インターネットへの掲載によるお知らせ 

以下のホームページに令和 6年 11月 19日（火）より掲載した。 

・三次市ホームページ（別紙 3-1参照） 

  https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/20/26039.html 

・広島県ホームページ（別紙 3-2参照） 

  https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/miyoshitaiyoukouhouhousyo.html 

・パシフィコ・エナジー株式会社ホームページ（別紙 3-3参照） 

  https://www.pacificoenergy.jp/news/detail/20241119/ 

 

 (3) 縦覧場所 
関係地域を対象に、以下に示す 5箇所にて縦覧を実施した。 

 ・三次市環境政策課（三次市十日市中二丁目 8番 1号） 

・神杉コミュニティーセンター（三次市高杉町 1684番地 1） 

・田幸コミュニティーセンター（三次市大田幸町 342番地 5） 

・広島県北部厚生環境事務所環境管理課（広島県三次庁舎第 3庁舎 3階） 

（三次市十日市東四丁目 6-1） 

・広島県環境保全課（広島県庁南館３階）（広島市中区基町 10-52） 

 

また、パシフィコ・エナジー株式会社のホームページにおいて、インターネットの利用による

電子縦覧を行った（別紙 3-3参照）。 

 

 (4) 縦覧期間 
・縦覧期間：令和 6年 11月 19日（火）から令和 6年 12月 18日（水）まで 
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・縦覧時間：各施設の開庁日の開庁時間に準じた。 

 

 (5) 縦覧者数 
縦覧者数（縦覧者名簿記載者数）は 5名であった。 

 

 

 
「環境影響評価法」第 7条の 2の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を

開催した。 

開催場所、開催日時及び来場者数は表 1-1に示すとおりである。 

 

表 1-1 開催場所、開催日時及び来場者数 

 開催日時 開催場所 来場者数 

第 1回 
令和 6年 11月 27日（水） 

19時～21時 

田幸コミュニティーセンター 

2階講義室 
8名 

 

 

 
「環境影響評価法」第 8条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見（以下、

「意見書」という。）の提出を受け付けた。 

 

 (1) 意見書の提出期間 
令和 6年 11 月 19日（火）から令和 7年 1月 10日（金）まで 

（郵送での受付は、当日消印有効とした。） 

 

 (2) 意見書の提出方法 
方法書に対する環境の保全の見地からの意見は、以下の方法により受け付けた。 

①パシフィコ・エナジー富士三次合同会社への書面の郵送 

②方法書縦覧場所に設置した意見書箱への投函 

③住民説明会会場での提出 

 

 (3) 意見書の提出状況 
提出された意見書の総数は 1通 3件であった。 
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環境影響評価方法についての意見の概要及び事業者の見解 

「環境影響評価法」第 8条第 1項の規定に基づいて、当社に対して意見書の提出により述べられ

た環境の保全の見地からの意見は 1通 3件であった。 

「環境影響評価法」第 9 条及び「電気事業法」第 46 条の 6 第 1 項の規定に基づく、環境影響評

価方法書についての意見の概要並びにこれに対する当社の見解は、表 2-1に示すとおりである。 

 

表 2-1 環境影響評価方法書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

1 

図 2.2-6（1）、（2） 

排水ルートと流下方向の黄色線が３箇所し

か確認できない。 

およそ９割以上の事業域で流水方向が記載

漏れです。 

ゴルフ場に太陽光パネルを張り占める事で

保水力が大きく落ち排水の流れも相当変わ

ります。手抜きでしょうか。 

（千葉県在住） 

図 2-2-6(1)雨水排水計画図（工事中）、(2)

雨水排水計画図（完成後）に示した流下方向

を付けた排水路は、新たな整地箇所からの排

水ルートを指しています。方法書では、全て

の排水路に流下方向を付していないため、準

備書以降の図書には、排水路に排水方向を付

して示すようにいたします。 
また、事業計画の検討にあたっては、既存

のゴルフ場の地形を可能な限り活用するこ

とにより改変を少なく致します。また、太陽

光パネルの下は緑化により現状と同様の草

地状にすることとしております。太陽光パネ

ル 1枚は畳 1枚程度の大きさで、それぞれの

パネル間に隙間を空けて設置しますので降

雨水は 1次的にパネルの上に落ちますが、パ

ネル1枚毎に地表に落下しゴルフ場の時と同

じように地表を流下あるいは地下に浸透す

ることになる為、太陽光パネルの設置後でも

保水機能はほぼ変わらないと考えられます。 

さらに、排水路は既存の水路を可能な限り利

用するため、排水の流れが現状と大きく変わ

ることはありません。 

今後の事業計画の更なる検討においても、

新設の排水施設も含めて適切に検討を行い

ます。 

 

2 

２０P 

「（５）水質汚濁に係る苦情の発生状況 

北部・備北（三次市・庄原市）における令和

4年度の水質汚濁に係る苦情の発生件数は、6

件である。」とあります、もとより水質の影響

ご指摘の水質汚濁に係る苦情の発生件数

（P34 3.1.2(5)）は、方法書に記載のとおり、

三次市及び庄原市を対象とした北部・備北地区

での苦情発生件数を取りまとめたものとなり

ます。なお、広島県に確認の結果、北部・備北
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No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

が出ている場所ですので相当の対応が必要

ですが、具体的な記載が数か所の排水口だけ

ですが足りる計算結果がありません。 

（千葉県在住） 

（三次市・庄原市）における苦情 6件は全て庄

原市で発生したとのことです。 

本図書は方法書となり、この図書に記載した

調査・予測・評価手法に基づき、現地調査を実

施した上で、事業の影響を予測し、評価を行い、

環境影響評価準備書（以下、「準備書」という。）

において、その結果をお示しいたします。この

検討過程において、必要に応じて環境保全措置

を検討し、環境影響の回避又は低減に努めてま

いります。 

3 

表 4-1（2）環境影響が懸念される内容と計画

段階配慮書事項の概要評価の結果が「水質、

土地の安定性、反射光、動物、植物、生態系、

景観、産業廃棄物の」項目において「重大な

影響は回避又は低減できる可能性が高いも

のと評価する。」とすべて同じであるのはコ

ピペで未完成なのでしょうか。 

（千葉県在住） 

ご指摘の「表 4.4-1 環境影響が懸念される

内容と計画段階配慮事項の概要」は、本図書で

ある方法書の前段階の手続きとなる配慮書段

階の各環境要素の検討結果の概要となります。 

配慮書段階の各環境要素について、既存資料

等を対象とした調査及び予測、並びに、計画段

階配慮事項を検討した結果は、方法書第 4章に

記載しており、これらの検討結果より、配慮書

段階では、「重大な影響は回避又は低減できる

可能性が高い」と評価したものとなります。 

今後、方法書に記載した調査・予測・評価手

法に基づき、現地調査を実施した上で、事業の

影響を予測し、評価を行い、準備書において、

その結果をお示しいたします。この検討過程に

おいて、必要に応じて環境保全措置を検討し、

環境影響の回避又は低減に努めてまいります。 
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※各紙同一内容である。 

朝日新聞（広島・呉版、備後版） 
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